
厚生委員会陳情説明資料 

令和５年９月２７日 

件 名  頁 

１ 受理番号３４ 

 「介護報酬のプラス改定を求める意見書」を国に提出すること 

を求める陳情 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（福 祉 部）



件  名 
受理番号３４ 

「介護報酬のプラス改定を求める意見書」を国に提出することを求める陳情 

所属部課 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課 

陳情の要旨 

２０２４年４月の介護報酬改定において、利用者が安全・安心の介護を受ける

ために、介護事業所の経営の安定性確保と介護従事者への十分な賃上げを行うこ

とのできる介護報酬プラス改定を求める意見書を国に提出してください。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容及び経過 

 

国の社会保障審議会では、令和６年度の介護報酬改定に向けて議論を行ってお

り、令和６年１月頃に答申が出される予定である。 

 

１ 介護事業者の倒産件数（全国） 

令和４年は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により、平成１２

年の介護保険制度開始以降、最多の倒産件数となっている。 

 令和２年 令和３年 令和４年 

訪問介護事業 ５６ ４７ ５０ 

通所・短期入所介護事業 ３８ １７ ６９ 

有料老人ホーム １０ ４ １２ 

その他 １４ １３ １２ 

合計 １１８ ８０ １４３ 

 

≪令和４年主な倒産理由≫ 

① 販売不振（売上不振）     ８０件（前年５４件） 

② 他社倒産の余波        ３８件（前年 ２件） 

③ 事業上の失敗など放漫経営    ９件（前年 ９件） 

 

出典 東京商工リサーチ 

 

２ 介護職員の賃金と一般産業平均給与との比較 

介護職員は、一般産業平均給与を比較すると、賃金が低くなっている。 

                        単位：千円 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

介護職員 ２９３ ２８５ ２９３ 

全産業平均 ３５２ ３５５ ３６１ 

給与差比較 △５９ △７０ △６８ 

出典 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」 

一般労働者の比較（短時間労働者、役職者を除く） 
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３ 物価高騰支援 

物価高騰の影響により、厳しい運営を強いられている介護サービス事業所 

が、安定的に事業を継続できるよう特別給付を支給。 

（１）足立区 

 令和４年度 令和５年度 

対象期間 １年度分 上半期分 

費目 光熱水費・ガソリン代 食材費・光熱水費・ガソリ

ン代 

支援割合 物価高騰分の１／２ 物価高騰分の２／３ 

申請事業所数 ８２１件 ５７６件 ※１ 

執行額 １７７，１０８千円 ９２，３００千円 ※１ 

※１ 令和５年８月３１日現在 

（２）東京都（東京都の実績は、足立区内の施設だけのもの） 

ア 食材費・光熱水費 

 令和４年度 令和５年度 

対象期間 下半期分 上半期分 ※２ 

費目 食材費・光熱水費 

対象 

サービス 

施設系介護サービス 

※地域密着型サービスを除く 

申請事業所数 ４１件 - 

執行額 ７３，５８７千円 - 

 

  イ ガソリン代 

 令和４年度 令和５年度 

対象期間 下半期分 上半期分 ※２ 

費目 ガソリン代 

対象 

サービス 

通所系・訪問系介護サービス 

※地域密着型サービスを除く 

申請事業所数 ２２２件 - 

執行額 ８，６９０千円 - 

※２ 令和５年１０月中旬交付申請受付開始予定 
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４ 介護職員の待遇改善策 

（１）処遇改善加算 

介護職員の資質向上やキャリアアップの形成を行う労働環境を整備してい

る事業者を対象とした介護職員の賃金改善のための加算 

加算区分 

(介護職員1人あたり) 

令和２年度 

事業所数 

令和３年度 

事業所数 

令和４年度 

事業所数 
加算算定要件 

加 算 Ⅰ 

月額 37,000円相当 
４６２ ４６８ ４７８ 

キャリアパス要

件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及び

職場環境等要件

を満たす。 

加 算 Ⅱ 
月額 27,000円相当 

 ２１  ２１  １５ 

キャリアパス要

件Ⅰ、Ⅱ及び職場

環境等要件を満

たす。 

加 算 Ⅲ 
月額 15,000円相当 

 １８  １５  １７ 

キャリアパス要

件ⅠまたはⅡ及

び職場環境等要

件を満たす。 

合計 
６０５件中 

５０１件  

６０４件中 

５０４件  

６０９件中 

５１０件 
 

※ キャリアパス要件 

Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をする 

こと。 

Ⅱ…資質向上要件のための計画を策定して、研修の実施または研修の 

機会を設けること。 

Ⅲ…経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に 

基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること。 

（２）特定処遇改善加算 

介護職員の確保及び定着のため、処遇改善加算を算定している事業者を対象

とした、経験及び技能のある介護職員の賃金改善を図るための加算 

加算区分 
令和２年度 

事業所数 

令和３年度 

事業所数 

令和４年度 

事業所数 
加算算定要件 

加 算 Ⅰ  ８５ １０７ １１２ 

介護福祉士の配置等要件、

処遇改善加算要件、職場環

境等要件及び見える化要

件の全てを満たす。 

加 算 Ⅱ ２４４ ２４０ ２４２ 

処遇改善加算要件、職場環

境等要件及び見える化要

件の全てを満たす。 

合計 
６０５件中 

３２９件  

６０４件中 

３４７件  

６０９件中 

３５４件  
 

※ 勤続年数１０年以上の介護福祉士に対して月額８万円の賃金改善等を

行うため事業者に支給 

4



（３）介護職員等ベースアップ等支援加算 

令和４年１０月以降、介護職員の収入を３％程度（月額９，０００円相当）

引き上げるための加算。 

ア 取得要件 

処遇改善加算を取得している事業所が対象で、加算額の２／３以上は介

護職員等のベースアップ等に使用することが要件。 

イ 対象となる職員 

介護職員。事業所の判断により、他の職員の処遇改善に、この処遇改善

の収入を充てることができるよう、柔軟な運用を認める。 

ウ 申請数（令和４年度） 

６０９事業所中４２３事業所 

 

５ 介護人材確保策 

（１）介護職員宿舎借り上げ支援事業 

区及び東京都では、介護人材の確保・定着、介護職員の災害対応要員の確

保を目的に、介護職員宿舎借り上げ支援事業を実施している。 

≪支給要件等≫ 
 対 象 条 件 補 助 金 額 等 

足立区 

地域密着型サ

ービス事業所 

170事業所 

災害時協定を区と

締結 

借り上げ経費の 1/2 

月額 40,000円(上限） 

東京都 

地域密着型以

外の介護サー

ビス事業所 

区内 667事業所

（※） 

福祉避難所の指定 

災害時協定を区と

締結 

借り上げ経費の 7/8 

月額 71,000円(上限） 

条件なし 
借り上げ経費の 1/2 

月額 41,000円(上限） 

※ 訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与・販売は、都・区と

もに対象外 

≪助成実績≫（東京都の実績は、足立区内の施設だけのもの） 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

足立区 ０施設  ０戸 ０施設  ０戸 ０施設  ０戸 

東京都 １５施設 ６２戸 １７施設 ７９戸 ２０施設１１２戸 

※ 都は令和２年度に１施設あたりの補助戸数を最大４戸から 

最大２０戸に拡充した。 
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（２）介護職員研修の受講費用の助成 

介護従事者の資格取得等を支援する介護事業者に対して必要経費を助成 

することにより、区内の介護従事者の人材確保・定着を図ることを目的に 

実施している。 

令和５年度以降は、更なる利用拡大のため、同一職員に対して初任者研修 

と実務者研修の両方の経費を助成できるようにした。 

 

 

 

 

 

 

また、研修受講中の介護職員への賃金保障については、法人及び会社が各就

業規則などにより判断している。 

※１ 初任者研修とは、介護の基礎から応用を学ぶ入門的な研修 

※２ 実務者研修とは、介護福祉士の資格取得に向け、専門的知識や実践的な

介護技術を学ぶ研修 

（３）介護のしごと相談・面接会 

身近な地域に居住する福祉人材を掘り起こし、求人事業所と結びつけ、福

祉分野の人材確保と区民の就労機会の拡大を図ることを目的に実施してい

る。 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

出展事業者（件）  ４６  ５０  ５１ 

相談・面接者（人） １１６ １０５  ８７ 

採用者（人）  ２５  １１  １０ 

（４）介護人材雇用創出事業 

福祉・介護サービスの分野での求職者に、常用雇用を前提として介護施設

で就労する機会を提供し、資格のない者には資格取得を支援することによ

り、人材の育成と確保を図ることを目的に実施している。 

項目 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

求職者（人） ２１ ３０ ２８ 

雇用者（人） １２ １９ １５ 

 

６ 国への要望 

（１）全国市長会（令和５年６月） 

介護人材確保のため、処遇改善加算の対象を拡充するなど、介護職員全体

の賃金水準の底上げを行うこと。 

（２）特別区長会（令和５年７月） 

地域特性に応じた質の高い安定したサービスを提供するため、必要な人材

の確保に向けた取組を拡充するとともに、実態に即した評価やキャリア形成

に応じた報酬を担保するなど、人材の確保・定着及び育成のための継続的な

施策を実施すること。 

 

項目 助成額上限 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

初任者研修（人） 

（※１） 
 ７万円 ４０人 ７３人 ５６人 

実務者研修（人） 

（※２） 
１０万円 ５４人 ５９人 ４９人 
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